
別記様式（第２条、第３条、第６条関係）

年 月 日
香美町長 様

申請者 住　所
（納付書送付先）

氏　名

連絡先（緊急時）

下記のとおり使用したいので、使用料を添えて申請します。
（総合グラウンド及びテニスコートのうち□には、該当するものにチェックを入れること）

（団体名） （団体代表者）

年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

円

□ 全部点灯 コイン
□ 部分点灯 枚

円

年 月 日 （ ） 時 分 ～ 時 分

□ Ａ面（道路側） □ Ｂ面（山側） 円

円

□ 減免お願いします 人

□ 減免の必要はありません 円 円 円

上記申請のとおり今子浦運動場の使用を許可します。

年 月 日

香美町長

減免申請理由（該当するものに○をしてください。）

①　町が主催し、又は共催する行事及び町立学校が使用する場合

②　体育スポーツ行事等で町長が特に必要と認めた場合

③　町が後援する行事で特に必要とする場合

④　町長が認める町内の社会教育団体、スポーツ団体、福祉団体、各区等ががスポーツ行事で使用する場合

⑤　④の団体及び①の町立学校以外の学校が、年間を通じて定期的にスポーツ活動で使用する場合

⑥　①～⑤のほか特別の理由があると認める場合

（注） ①　太線内は、記入しないでください。

②　使用時間は、準備及び後片付けの時間も含みます。

③　使用料の減免は、特に必要があると認めたものについて決定します。

今子浦運動場使用（減免）許可書 受　付　印

令和

減
 

免

人
　
数

合　計
A

減免額
Ｂ　（面使用料）

支払額
Ａ－Ｂ

浜 上 勇 人

区 分 使用する面 小　　計

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

使 用 日 時 令和

面 使 用

付 属 設 備

円

付 属 設 備

区 分
１回の使用時間

小　　計
9:00～12:00 13:00～17:00

総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド

使 用 日 時 令和

18:00～22:00

面 使 用 □ □ □

夜 間 照 明

今子浦運動場使用許可申請書

令和
浜 上 勇 人

使 用 目 的

使 用 者



■今子浦運動場を使用される方は、使用前に本書をご確認ください。

次に該当するときは運動場の使用を許可しない。

1 公益を害するおそれがあるとき

2 風紀を乱し、その他入場者に著しく迷惑をかけるおそれがあるとき

3 運動場または設備を損傷するおそれがあるとき

4 その他町長が不適当と認める場合

次に該当するときは運動場の使用の許可を取り消す等の場合がある。

1 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき

2 許可の条件に違反したとき

3 条例及び条例に基づく規則に違反したとき

4 緊急やむを得ない理由により、町長がこれを使用するとき

（備考）

1 「町民」とは、香美町内に住所を有する者とする。

2 総合グラウンドを個人単独練習のため一部使用するときは、グラウンド使用料は無料とする。

ただし、２時間以内を原則とする。

3 総合グラウンドの使用について、町長が特に必要があると認めた時間外使用は、２時間を限度

とし１回使用とみなす。ただし、３０分未満は切り捨てる。

4 スポーツ以外及び入場料を徴収する使用の場合の使用料は、全て町民の使用料の１０倍の

額とする。

使用者は次の事項を守らなければならない。

1 施設設備等を破損する行為をしないこと

2 町長の許可を得ないで設備の使用又は変更をしないこと

3 公衆に対して迷惑となる行為をしないこと

4 許可なくして物品販売、印刷物、ポスター等を展示し、又は配布しないこと

5 許可条件を守ること

6 その他町長の指示する事項

テニスコート 1面につき 200円/時間 400円/時間

使用者の順守事項（香美町今子浦運動場管理規則第７条）

夜間照明
全部点灯 1,500円/30分 3,000円/30分

部分点灯 750円/30分 1,500円/30分

総合グラウンド

9:00～12:00 1,500円 3,000円

13:00～17:00 1,500円 3,000円

18:00～22:00 1,500円 3,000円

使用許可の取り消し等（香美町今子浦運動場条例第７条）

今子浦運動場使用料（香美町今子浦運動場条例第９条）

区　分 町　民 町民以外の者

使用の制限（香美町今子浦運動場条例第６条）


